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取得可能日数 

対象家族 1 人あたり 1 年度で 5 日 

2 人以上の場合は１０日 

※１時間単位での取得も可 

始業時刻から連続または終業時刻まで

連続した時間（中抜けを可とすること

もできる） 

対象家族 1 人あたり通算９３日まで 

※3 回まで分割取得も可 

賃   金 支払義務なし 支払義務なし 

介護休業給付金 支給なし 
雇用保険の被保険者には条件を満たせば休業前

の賃金の６７％が支給される 

取得手続き 

当日でも申出が可 

口頭でも可 

（会社の規定による） 

休業開始予定日と終了予定日を明確にし、原則

として開始日の 2 週間前までに書面で申出 

対 象 者 

・労働者（日雇を除く） 

【労使協定で除外することができる労働者】 

① 入社 6 か月未満 

② 1 週間の所定労働日数が 2 日以下 

③ 時間単位の取得が困難な業務に従

事している（ただし 1 日単位での

取得は可能） 

・労働者（日雇を除く） 

※有期契約労働者は休業開始予定日から 93 日

を経過する日から６か月経過する日までに労働

契約が終了し、更新されないことが明らかでな

いこと 
 

【労使協定で除外することができる労働者】 

① 入社 1 年未満 

② 介護休業の申出があった日から９３日以内

に雇用関係が終了する 

③ １週間の所定労働時間が２日以下 

 
 

 

 

 

 

 

 

□ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

① 配偶者（事実婚を含む） 

② 父母および子（養父母および養子を含む） 

③ 配偶者の父母 

④ 祖父母 

⑤ 兄弟姉妹 

⑥ 孫 です。 

「要介護状態」とは…負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 

２週間以上にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。 

□ ・・・・・・ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪筆者：小池≫ 

 
育児休業給付金の延長は保育園の落選が要件となっていますが、最初から落選する目的で保育所へ

の入所申請を出す事例が相次いでいるため、延長条件の見直しが決定されました。 

具体的には、合理的な理由なく遠方の保育所等に申込みを行っていないか、保育利用申込み時に入

所保留を希望していないか等が審査の対象となります。 
 

 
令和６年度 最大給付率 15％（現状維持） 

令和７年度 最大給付率 10％（令和７年度に 60 歳に達する人から給付率を縮小） 

将来的には給付金を段階的に廃止されることが決まっています。 
 

  

・マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では「限度額適用認定証」がなくても限

度額を超える支払いが免除されます。 

・70 歳から 75 歳の被保険者が医療機関で提示しなければならない「高齢受給者証」についても

提示が不要になります。 
 

 

令和７年４月１日から施行される法改正では、介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支

援制度に関する個別周知・意向確認や、介護に直面する早い段階（40 歳等）の両立支援制度に関す

る情報提供の義務などが予定されています。 

介護休業、こんな時はどうなるの？ 

介護休業は、職場復帰をする方が対象になるため介護休業後に退職することが 

決まっている場合は取得することができません。 

同一被介護者に対して、複数の家族が同時に介護休業を取得することもできます。 

常時介護を必要とする状態については判断基準が定められていますが、「要介護状態」であれば要介護認

定を受けていなくても介護休業の対象になります。 

入院している場合であっても労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に便宜を供与しているの

であれば「対象家族を介護している」に該当します。 

 

「２週間以上にわたり」とは要介護者の状態を表しているため、２週間未満であっても取得することがで

きます。 

 


